
令 和 3年 度

新座市国民健康保険事業特別会計

事 業 別 予 算 説 明 書

埼 玉 県 新 座 市



1款  総務費

1項 総務管理費
1目  一般管理費

1款  総務費

1項 総務管理費

2日  国民健康保険団体連合会負担金

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

∞01-艘管理費 1● 657

01 一般管理業務

前年当初額

16,657

35,645

10需用費 618 1消耗品費                  147

2図書費                 147

4印刷製本費                 471

1印刷製本費               471

H役務費 11,482 1通信運搬費                8,362

2通信運搬費              8,362

8手数料                  3,120

31国保情報集約システム手数料      3,120

12委託料 4,317 3委託料 (その他)             4,387

31被保険者証作成委託料         4,387

13使用料及び

賃借料

162 1使用料及び賃借料              162

1通行料                  lo
3会場使用料               152

18負担金、補

助及び交付

金

2負担金、補助及び交付金 (その他)       8

5研修会等負担金              8

∞02国民健康保険団体連合会負担金 2,070

01国民健康保険団体連   2,070
合会負担金

前年当初額   2070

18負担金、補

助及び交付

金

2,0770 2負担金、補助及び交付金 (その他)     2,070

31国民健康保険団体連合会負担金     2,070
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:千円

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要特 定 財 源
一般財源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

16,657

繰入金

【国保年金課】

一般管理事務に係る共通事務経費等

2,070

繰入金

【国保年金課】

埼玉県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第 83条の規定により、

保険者が共同して国民健康保険事業の目的を達成するために設立された団体で

あり、県内の全市町村が加入し、保険者の規模に応じてその運営経費を負担す

る。
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1款  総務費

1項 総務管理費
3日  国民健康保険中央会負担金

1款  総務費

2項  徴収費

1目  賦課徴収費

1款  総務費

3項 運営協議会費

1目  運営協議会費

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

0003国民健康保険中央会負担金 736

01国民健康保険中央会    736
負担金

前年当初額     o

18負担金、補

助及び交付

金

736 2負担金、補助及び交付金 (その他)      736

31国民健康保険中央会負担金        736

∞01賦課徴収費 2,892

01賦課業務        2,892
前年当初額   3,228

10需用費 2,392 4印刷製本費                2,392

1印刷製本費              2,392

18負担金、補

助及び交付

金

500 2負担金、補助及び交付金 (その他)      500

31還付不能金返還金            500

∞01運営協議会費 453

01国保運営協議会

前年当初額

1報酬 302 1報酬

31運営協議会委員報酬           302

8旅費 104 1旅費 104

1費用弁償

2特別職旅費

５

　

９

18負担金、補

助及び交付

金

47 2負担金、補助及び交付金 (その他)       47

31埼玉県国保協議会負担金          47
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(単位 :

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特  定 財 源

一般財源国県支出金 地 方 債 そ の 他

繰入金

【国保年金課】

国民健康保険中央会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づ

き、国民健康保険事業の普及等を目的として組織された公益財団法人であり、

中央会が運営するオンライン資格確認等システムについて、保険者の規模に応

じてその運営経費を負担する。

892

繰入金

【国保年金課】

国民健康保険税の賦課業務に係る経費

国民健康保険事業特別会計

453

繰入金

【国保年金課】

国民筆康保険事業の適
=な

運営を図るため、国民健康保険法第 11条に基づ

き、国民健康保険運営協議会を設置し、必要に応じて国民健康保険の運営に関

する審議を行う。

1 構成員

(1)被保険者代表 4人
(2)保険医・保険薬剤師代表 4人
(3)公益代表 4人
(4)被用者保険等保険者代表 3人
2 開催予定回数 3回
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1款  総務費

4項 趣旨普及費
1日 趣旨普及費

2款  保険給付費

1項 療養諸費

1目  一般被保険者療養給付費

2款 保険給付費

1項 療養諸費

2日 退職被保険者等療養給付費

2款 保険給付費

1項 療養諸費

3日  一般被保険者療養費

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

∞01趣旨普及費 848

01趣旨普及活動       848
前年当初額   1,352

10需用費 848 4印刷製本費                 848

1印刷製本費               848

∞01-艘技保険者療養綸付費 8,43L240

01T般被保険者療養給 .o,434,240

付費

前年当初額  8,099,121

18負担金、補

助及び交付

金

8,434,240 2負担金、補助及び交付金 (その他)   8,434,240

31-般被保険者療養給付費      8,434,240

∞02退職被保険者等療養綸付費 1∞

01退職被保険者等療養    10o
給付費

前年当初額    2∞

18負担金、補

助及び交付

金

100 2負担金、補助及び交付金 (その他)      loo

31退職被保険者等療養給付費        loo

∞03-般被保険者療養費 1",148

01-般被保険者療養費   107,148
前年当初額  150,129

18負担金、補

助及び交付

金

107,148 負担金、補助及び交付金 (その他)    107,148

31-般被保険者療養費         lo7,148
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(単位 :千円
本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要特 定 財 源
一般財源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

848

繰入金

【国保年金課】

国民健康保険制度を理解するための小冊子を転入資格取得者等に配布し、国

民健康保険制度等の啓発を図るため、パンフレットを作成する。

8,434,240

県支出金

【国保年金課】

一般被保険者が保険医療機関等で診療を受けた場合、その医療費の原則 7割

(義務教育就学前は8割、 70歳以上は7割又は8割)を医療機関等を通じて

負担する。

00

県支出金

【国保年金課】

退職被保険者等が保険医療機関等で診療を受けた場合、その医療費の 7割 (

義務教育就学前は 8割)を医療機関等を通じて負担する。

107,148

県支出金

【国保年金課l

一般被保険者がやむを得ない理由により保険証を提示できず、保険医療機関

等において自費で診療を受けた場合及び柔道整復等に係る費用を 10割支払っ

た場合、後日その診療に要した費用を被保険者の一部負担金を除いて給付する
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2款 保険給付費
1項 療養諸費
4目 退職被保険者等療養費

2款 保険給付費

1項 療養諸費

5目  審査支払手数料

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1目  一般被保険者高額療養費

2款 保険給付費

2項 高額療養費

2目  退職被保険者等高額療養費

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

0004退職被保険― 養費 1∞

01退職被保険者等療養    1∞
費

前年当初額    233

18負担金、補

助及び交付

金

1∞ 2負担金、補助及び交付金 (その他)      100

31退職被保険者等療養費          100

0005審査支払手数料 23,510

01審査支払手数料     23,510
前年当初額   24,924

12委託料 23,510 3委託料 (その他)             23,510

31審査支払手数料            22,680
32レセプト電算処理システム手数料     392
33レ セプトオンライン請求システム     438

手数料

0001二般被保険者高額療養費 1,盟L728

01-般被保険者高額療  1,28&728
養費

前年当初額  1,131,444

18負担金、補

助及び交付

金

1,288,728 2負担金、補助及び交付金 (その他)   1,288,728

31-般被保険者高額療養費      1,288,728

0002退職被保険者等高額療養費 1∞

01退職被保険者等高額    loo
療養費

前年当初額    747

18負担金、補

助及び交付

金

100 2負担金、補助及び交付金 (その他)      loo

31退職被保険者等高額療養費        loo
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本 年 度 予 宜 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1OC

県支出金

【国保年金課】

退職被保険者等がやむを得ない理由により保険証を提示できず、保険医療機

関等において自費で診療を受けた場合及び柔道整復等に係る費用を 10割支払

った場合、後日その診療に要した費用を退職被保険者等の一部負担金を除いて

給付する。

(単位 :千円)

1,288,72〔

県支出金

【国保年金課】

一般被保険者の医療費の自己負担を軽減するため、所得や年齢に応じて定め

る一定限度額を超える医療費を支払った場合、その超えた金額を給付する。

ｎ
ｖ

県支出金

【国保年金課】

退職被保険者等の医療費の自己負担を軽減するため、所得や年齢に応じて定

める一定限度額を超える医療費を支払った場合、その超えた金額を給付する。

18,361

県支出金

【国保年金課】

保険医療機関等から請求を受けた診療報酬明細書 (レ セプト).の審査を埼玉

県国民健康保険団体連合会に委託する。
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2款 保険給付費
2項 高額療養費

3日 一般被保険者高額介護合算療養費

2款 保険給付費

2項 高額療養費

4目 退職被保険者等高額介護合算療養費

2款 保険給付費

3項 移送費

1目 一般被保険者移送費

2款  保険給付費

3項 移送費

2日 退職被保険者等移送費

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

0003-般被保険者高額介饉合算療義費 2,0∞

01-般被保険者高額介   2,0∞
護合算療養費

前年当初額   2,000

18負担金、補

助及び交付

金

2,000 2負担金、補助及び交付金 (その他)     2,000

31-般被保険者高額介護合算療養費    2,000

0004退職彼保険者等高額介霞合算療贅費 1∞

01退職被保険者等高額    100
介護合算療養費

前年当初額    2∞

18負担金、補

助及び交付

金

100 2負担金、補助及び交付金 (その他)      100

31退職被保険者等高額介護合算療養     100
費

∞01-般被保険者移送費 100

01-般被保険者移送費    loo
前年当初額    10o

18負担金、補

助及び交付

金

100 2負担金、補助及び交付金 (その他)      loo

31-般被保険者移送費           loo

0002退職技保険者等移送費 1∞

01退職被保険者等移送    100
費

前年当初額    loo

18負担金、補

助及び交付

金

100 2負担金、補助及び交付金 (その他)      1∞

31退職被保険者等移送費          loo
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(単位 :千円

予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
笹 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

2,00(

県支出金

【国保年金課】

一般被保険者の医療及び介護費用の自己負担を軽減するため、所得や年齢に

応じて定める一定限度額を超える費用を支払った場合、その超えた金額を給付

する。

10C

県支出金

【国保年金課】

退職被保険者等の医療及び介護費用の自己負担を軽減するため、所得や年齢
に応じて定める一定限度額を超える費用を支払った場合、その超えた金額を給
付する。

10C

県支出金

【国保年金課】

一般被保険者が療養を受けるため、通切な理由で転院等を行った場合、その

移送に要した費用を給付する。

100

県支出金

【国保年金課】

退職被保険者等が療養を受けるため、適切な理由で転院等を行った場合、そ
の移送に要した費用を給付する。
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2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1目  出産育児一時金

2款 保険給付費

4項  出産育児諸費

2目 審査支払手数料

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1目  葬祭費

2款 保険給付費

6項 傷病手当諸費

1日  傷病手当金

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

∞01出産育児■時金 軋 400

01出産育児一時金     50,400
前年当初額   63,∞0

18負担金、補

助及び交付

金

50,400 2負担金、補助及び交付金 (その他)     50,400

31出産育児一時金            50,400

0002審査支払手数料 26

01審査支払手数料       26
前年当初額     32

12委託料 3委託料 (その他)               26

31審査支払手数料              26

∞01葬祭費 11,000

01葬祭費         11,ooo
前年当初額   13,∞0

18負担金、補

助及び交付

金

11,000 2負担金、補助及び交付金 (その他)     H。 00o

31葬祭費                H.ooo

∞01●病手当金 1,175

01傷病手当金       1,175
前年当初額     o

18負担金、補

助及び交付

金

2負 JE金、補助及び交付金 (その他)     1,175

31傷病手当金

32傷病見舞金

・７

∞
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:千
本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特  定  財  源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

33,600

繰入金

16,800 【国保年金課】

被保険者の妊娠 4か月を超える出産 (生産、死産を問わない。)について、

当該被保険者の属する世帯主に対し、42万円を給付する。

単位

【国保年金課】

出産育児一時金直接支払制度に伴う医療機関等、の支払事務を代行する埼玉

県国民健康保険団体連合会に対し、支払手数料を支払う。

【国保年金課】

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った者に 5万円を給付する。

【国保年金課】

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し、傷病手当金等を支
給する。
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3款  国民健康保険事業費納付金

1項  医療給付費分
1目  一般被保険者医療給付費分

3款  国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

2日 退職被保険者等医療給付費分

3款  国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1目  一般被保険者後期高齢者支援金等分

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

2目 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

∞01-般技保険者医療綸付費分 2,787,469

01-般被保険者医療給  2,787,469

付費分

前年当初額  2,725,057

18負担金、補

助及び交付

金

2,787,469 2負担金、補助及び交付金 (その他)   2,787,469

31-般被保険者医療給付費分     2,787,469

0002退職技保険者等医療綸付費分 一　
観

01退職被保険者等医療    302
給付費分

前年当初額    319

18負担金、補

助及び交付

金

302 2負担金、補助及び交付金 (その他)      302

31退職被保険者等医療給付費分       302

∞01-般被保険者後期高齢者支援金等分 1,025,901

01-般被保険者後期高  1,025,901

齢者支援金等分

前年当初額  1,025,815

18負担金、補

助及び交付

金

1,025,901 2負担金、補助及び交付金 (その他)   1,025,901

31-般被保険者後期高齢者支援金等   1,025,901
分

0002退職被保険者等後期高齢者支援金等分 70

01退職被保険者等後期     70
高齢者支援金等分

前年当初額     56

18負担金、補

助及び交付

金

70 2負担金、補助及び交付金 (その他)       70

31退職被保険者等後期高齢者支援金      70
等分            ・
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左 生 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

2,787, 469 【国保年金課】

国民健康保険法に基づき、県の特別会計において負担する保険給付費等交付
金の交付に要する費用、その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため

、県に納付する。

302 【国保年金課】

国民健康保険法に基づき、県の特別会計において負担する保険給付費等交付
金の交付に要する費用、その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため
、県に納付する。
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1,025,901 【国保年金課】

国民健康保険法に基づき、県の特別会計において負担する保険給付費等交付
金の変付に要する費用、その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため
、県に納付する。

【国保年金課】

国民健康保険法に基づき、県の特別会計において負担する保険給付費等交付
金の交付に要する費用、その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため
、県に納付する。

国民健康保険事業特Bll会計



3款  国民健康保険事業費納付金

3項  介護納付金分
1目

‐
介護納付金分

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

∞01介饉納付金分 493,114

01介護納付金分     493,n4
前年当初額   390,394

18負担金、補

助及び交付

金

493,114 2負担金、補助及び交付金 (その他)    493,114

31介護納付金分            493,H4

4款  共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1目 共同事業拠出金

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1目 特定健康診査等事業費

0001共同事業拠出金 10

01共同事業拠出金       10
前年当初額     10

18負担金、補

助及び交付

金

10 2負担金、補助及び交付金 (その他)       10

31年金受給権者一覧表作成料         10

∞01特定健康お査等事業費 1鴫 658

特定健康診査等事業   159,658
前年当初額  153,299

7報償費 3,554 1報償費                  3,554

31特定健診受診記念品          3,554

10需用費 1消耗品費                  524

1消耗品費

2図書費

８

　

６

4印刷製本費                1,202

1印刷製本費              1,202

H役務費 966 1通信運搬費                 966

2通信運搬費               966

12委託料 18,082 3委託料 (その他)             18,082

31特定健診受診券発券委託料        278
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:千円
本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特 定 財 源

=般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

493,114 【国保年金課】

国民健康保険法に基づき、県の特別会計において負担する保険給付費等交付

金の交付に要する費用、その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため

、県に納付する。

【国保年金課】

一般被保険者と退職被保険者等では医療費の負担方法が異なることから、退

職被保険者等に係る資格変更の届出の勧奨を行うため、埼玉県国民健康保険団

体連合会が一括して年金受給権者の一覧を作成する費用を拠出する。

32,912

県支出金

126,746 【国保年金課】

40歳以上 75歳未満の被保険者を対象に、生活習慣病及び内臓脂肪症候群

(メ タポリックシンドローム)予防に着目した特定健康診査を実施する。
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5款  保健事業費

1項 特定健康診査等事業費
1目  特定健康診査等事業費

5款  保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

2日 特定保健指導費

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

32特定健診受診券封入封滅委託料     1,H7
33集団健診委託料            4,817
34健診結果説明会委託料           344
36特定健診対象者データ抽出委託料     360
38特定健診受診勧奨委託料        7,134
39診療情報提供委託料          2,343
41特定健診結果情報提供委託料      1,689

18負担金、補

助及び交付

金

135,330 2負担金、補助及び交付金 (その他)    135,330

31特定健診費補助金          135,230
32特定健診等共同広報事業分担金      100

∞02特定保健指導費 Q903

01 特定保健指導

前年当初額

6,903

7,038

7報償費 2,199 1報償費                  2,199

1講師謝礼金              2,021
31保健指導利用記念品           147
32保健指導終了記念品            31

10需用費 1消耗品費                  682

1消耗品費                682

4印刷製本費                  9o

1印刷製本費                9o

H役務費 7その他の保険料                3

1傷害等保険料                3

12委託料 3,924 3委託料 (その他)             3,924

31特定保健指導委託料          3,924

18負担金、補

助及び交付

金

2負担金、補助及び交付金 (その他)       5

31埼玉県市町村行政栄養土協議会負      5
担金
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本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

(単位

1,184

県支出金

5,719 【国保年金課】

40歳以上 75歳未満の被保険者を対象に、生活習慣病及び内臓脂肪症候群

(メ タポリックシンドローム)予防に着日した特定保健指導を実施する。
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5款  保健事業費

2項 保健事業費
1目  保健衛生普及費

5款  保健事業費

2項 保健事業費

2日  疾病予防費

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

∞01保健常生普及費 ■257

保健衛生普及業務

前年当初額

8,257

12,941

10需用費 1消耗品費                   25

1消耗品費                 25

11役務費 6,729 1通信運搬費                6,729

2通信運搬費              6,729

12委託料 390 3委託料 (その他)              390

31健康づくリセミナー委託料        390

18負担金、補

助及び交付

金

1,113 2負担金、補助及び交付金 (その他)     1,113

31保養施設利用補助金           683
32埼玉県健康マイレージシステム負     430

担金

∞02疾病予防費 働 628

01 疾病予防

前年当初額

46,628

52,383

10需用費 204 4印刷製本費                 204

1印刷製本費               204

H役務費 140 1通信運搬費                 140

2通信運搬費               140

12委託料 委託料 (その他)              Ho

31後発医薬品利用差額通知書作成委      93
託料

32後発医薬品利用差額通知コールセ      17
ンター利用料

18負担金、補

助及び交付

金

46,174 2負担金、補助及び交付金 (その他)     46,174

31生活習慣病予防対策費補助金      33,759
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本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

8,257 【国保年金課】

被保険者の健康増進事業として、医療費通知、保養施設の利用助成、埼玉県
コバ トン健康マイレージ事業及び健康づくリセミナ早を実施する。

1 医療費通知 2か月に 1回、医療費を通知する。

2 宿泊施設利用助成

(1)助成額 大人2, 000円、子供 (小学生)1, 000円
(2)施 設 連合会共同事業施設

3 埼玉県コバトン健康マイレージ事業に参加するためのシステム使用料

4 健康づくリセミナー委託料      ｀

(単位 :千円)

46,628 【国保年金課】

泰病を予防し、医療費の負担軽減を図るため、人間ドック受診者に対し助成
を実施するほか、疾病予防対策、医療費節減対策の一環としてシールを配布す
る。

1 人間 ドック助成

(1)助成額

ア 眼底検査あり 30, 909円
イ 眼底検査なし 28, 500円

2 シール配布

「ジエネリック医薬品希望シール」 28, 000部作成
3 後発医薬品利用による差額通知書

1年に2回、後発医薬品利用による差額案内を通知する。

4 生活習慣病重症化予防対策事業

糖尿病性腎症の重症化予防を目的とし、未受診者・受診中断者に対しての

受診勧奨と、糖尿病性腎症治療者に対しての保健指導・継続支援を実施する
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5款  保健事業費
2項 保健事業費

2日  疾病予防費

6款 基金積立金

1項 基金積立金

1目  国民健康保険財政調整基金積立金

7款  諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1日  一般被保険者保険税還付金

7款  諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2目  退職被保険者等保険税還付金

事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

32生活習慣病重症化予防対策事業分    12,415
担金

0001国民健康保険財政■整基金積立金 12

01国民健康保険財政調     12
整基金積立金

前年当初額    347

24積立金 2積立金 (その他)               12

31国民健康保険財政調整基金利子積      12
立金

∞01-般被保険者保険税遍付金 鴫 000

01-般被保険者保険税   30,000
還付金

前年当初額   30,000

22償還金、利

子及び割引

料

30,000 1返還金・還付金等             30,000

31-般被保険者保険税過誤納金還付    30,∞ 0

金

∞02退職被保険者等保険税還付金 2∞

01退職被保険者等保険    200
税還付金

前年当初額    700

22償還金、利

子及び割引

料

200 1返還金・還付金等              200

31退職被保険者等保険税過誤納金還     200
付金
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本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他

財産収入

【国保年金課】

新座市国民健康保険財政調整基金条例の規定に基づき、国民健康保険財政の

健全な運営を図る経費の財源に充てるため、基金を積み立てる。

30,000 【国保年金課】

一般被保険者の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付金

【国保年金課】

退職被保険者等の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付金

国民健康保険事業特別会計
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事 業
節

細 節 及 び 細 々 節
区  分 金  額

0003償還金

01償還金           1
前年当初額     1

22償還金、利

子及び割引

料

1 1返還金・還付金等               1

32保険給付費等交付金償還金          1

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金
3日  償還金

7款  諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

4目  一般被保険者還付加算金

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

5目  退職被保険者等還付加算金

8款 予備費

1項 予備費

1目  予備費

∞01予備費 10,000

01予備費         10,∞ 0

前年当初額   10,000

0004-般被保険者還付加算金 1,000

01-般被保険者還付加   1,Ooo
算金

前年当初額   1,000

22償還金、利

子及び割引

料

1,000 1返還金 `還付金等             1,000

31-般被保険者還付加算金         1,000

∞05退職被保険者等還付加算金 50

01退職被保険者等還付     50
加算金

前年当初額    150

22償還金、利

子及び割引

料  ‐

1返還金・還付金等               50

31退職被保険者等還付加算金         50
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本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

事 業 概 要
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 ,方 債 そ の 他

【国保年金課】

県の補助金については、翌年度の実績報告により確定するため、精算により

交付超過額が生じた場合は償還する。

∞ 0 【国保年金課】

一般被保険者の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付加算

金

10,000 【国保年金課】

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、使途を特定しない予算とし

て予備費を計上する。

【国保年金課】

退職被保険者等の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付加

算金
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